
事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ２ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 観光協会について 

事業対象  観光協会 

総事業費 300 千円 総事業費 270 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 300 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 270 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額  ３０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

観光協会事業補助金  300,000 円 

  団体・会員数・・・９４ 

  事業費・・・観光振興事業（案内板の設置、パンフレット作成、フルーツランドぐんまハイキング等イベント） 

        視察研修事業 

  助成金・・・会員における観光諸行事に対しての協力及び助成 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 
○補助金削減方針による。（１０％削減） 

  観光協会事業運営費補助金 300,000 円×0.9＝270,000 円 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 商工貯蓄共済利子補給補助金 

事業対象   

総事業費 1,000 千円 総事業費 950 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 1,000 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 950 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額        ５０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

商工貯蓄共済融資制度による融資を受けたものの利子補給 

  融資利率 １．９５％ 

  利子補給 １．０％ 

  利子補助の期間 融資開始から 12 か月 

      

   参考：前年度利子補給 件数 33 件 

              金額 1,173,223 円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 
融資利率の１／２を最高利子補給率とし、限度率は、１％以内とするものとする。 

 利子補給 １．０％ を０．９５％とする。 

利子補助の期間 融資開始から 12 か月 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ６ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 武者行列について 

事業対象   

総事業費 5,905 千円 総事業費 5,905 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 135 千円 そ の 他 878 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 5,770 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 5,027 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額        ７４３ 千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

毎年 4月第 2日曜日に実施予定 本年度は平成 16 年 4 月 11 日実施（第 20 回） 

第二中から八幡神社を経て総合公園まで行列（１７３人）を行う。また総合公園（お祭り広場）でアトラクション等実施 

本年度は町発足 45 周年事業として由美かおる他 2名が特別参加、物産センターでは「おいでなさい」を実施 

＊その他収入 135 千円  馬事畜産振興協議会助成金 

＊事業費 5,905 千円 報償費 179 千円 （協力者謝礼金） 

需用費 1,121 千円 （合図用花火代・配布用風船・野点コーナー材料代・弁当代・ポスター・チラシ代） 

役務費 33 千円 （祭り半天クリーニング代） 

使用料及び賃借料 4,572 千円 （甲冑借上げ料（参加者衣装及び行列用備品等一式 3,000 千円）・馬借上げ

料（3 頭 150 千円）・仮設舞台借上げ料 315 千円・仮設水道借上げ料 80 千円・仮設電気借上げ料 110 千円・テント、椅子、机借上げ

料 600 千円・ガス台等一式借上げ料 50 千円・砲術隊装備等借上げ料 252 千円・トラック借上げ料 15 千円） 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
町の三大イベントの１つであり、元気がある町の象徴として継続実施が望ましい。 
○総合公園出店者よりテント代として参加料の負担をお願いする。（△９３千円） 

テント（大）27×3,000 円＝81,000 円 
テント（小） 8×1,500 円＝12,000 円 

○職員の勤務体制をボランティアで対応する。（△６５０千円） 
  超過勤務手当（Ｈ１６予算）650,000 円 
＊武者行列参加者より参加料を徴収する件に関しては、無理があると思われる。 

 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ９ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 まつり・イベントについて 

事業対象   

総事業費 368 千円 総事業費 333 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 75 千円 そ の 他 100 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 293 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 233 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ６０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

カラー写真コンテスト  

  甘楽町の風景、風俗、行祭事を撮影した作品を募集し、表彰を行う 

  事業費 233 千円（報償費 170 千円・需用費 25 千円・役務費 38 千円） 

七福神めぐり 

  11 月 23 日 50 人を募集し、ハイキングとバスで七福神をめぐる 

  参加費 1人１，５００円 

  事業費 135 千円（報償費 20 千円・需用費 42 千円・使用料及び賃借料 73 千円） 

＊その他収入・・・七福神めぐり参加費 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
○カラー写真コンテストについては、報償費を２５，０００円減額する。 

 

○七福神めぐりについては、参加費を２，０００円とし、報償費を１０，０００円減額する。 

 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 １０ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 産業文化祭について 

事業対象   

総事業費 2,642 千円 総事業費 2,308 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 37 千円 そ の 他 139 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 2,605 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 2,169 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ４３６ 千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

町の産業振興と住民文化向上のため 11 月 3 日に産業文化祭を実施 

収 入 37 千円 （子供向けゲーム参加費・フリーマーケット参加費） 

需用費 332 千円  

使用料及び賃借料 1,040 千円  

 補助金 1,170 千円（内訳 ＪＡ甘楽富岡 500 千円・商工会 500 千円・日曜朝市会 50 千円・生活改善グループ 50 千円 

              雑穀を作るかい 20 千円・轟むつみグループ 10 千円・天引乾燥芋組合 20 千円・後継者研究会 20 千円） 

 職員超過勤務手当 100 千円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
○元気あふれる町を内外に誇示するため、継続実施が望ましい。 

甘楽ふれあいの丘出店者よりテント代として参加料の負担をお願いする。（△１０２千円） 

テント（大）32×3,000 円＝96,000 円 

テント（小） 4×1,500 円＝ 6,000 円 

団体補助金 （△２３４千円） 

ＪＡ甘楽富岡・商工会は、500 千円を 400 千円に減額。 

      その他生産団体に対する補助金は 20％減額する。 

職員の勤務体制をボランティアで対応する。（△100 千円） 
  

 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 １２ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 商工観光係 

事業名等 消費生活対策事業 

事業対象   

総事業費 １００千円 総事業費 ９０千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 １００千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 ９０千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額        １０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

 甘楽町くらしの会補助金 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
  
○補助金削減方針による。（１０％削減） 

 
 

事 務 事 業 調 整 シ ー ト 



番 号 １７ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 農業振興助成事業について（法令等の義務付けのない町費かさ上げ等について含む） 

事業対象   

総事業費 4,350 千円 総事業費 4,350 千円 現行の住民負担 ○あり   なし 

国・県費 1,450 千円 国・県費 1,450 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 2,175 千円 そ の 他 2,465 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 725 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 435 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額           ２９０ 千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

  

○農業農村応援事業補助金 事業費 4,350 千円（県補助金 1/3 1,450 千円 ・町補助金 1/6 725 千円） 

 ・コンニャク生産労力の省力化及び産地生産力強化（乗用コンニャク植付機及び掘取機・フレールモア） 

 ・深耕作業によるゴボウの生産量及び商品性の向上（トラクタトレンチャー） 

      

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 ○町補助金１／６を１／１０とする。 
  ・来年度の事業費は、11,000 千円予定（県補助金 1/3・町補助金 1/10 とする。ただし、マニアスプレッタは 1/6） 
   内容は、バキュームカー・サブソイラ・マニアスプレッタ・ハンマーナイフモアほか 

 
 
 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 １８ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 農業生産グループ助成事業 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 ○あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 ４３４千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 ３４７千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ８７ 千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

○甘楽日曜朝市会  51,000 円     ○生活改善グループ連絡協議会 108,000 円 

○農村後継者研究会 45,000 円        天引婦人の家・はこべの会・裏根グループ・佐久間りんご婦人部 

○有機農業研究会  51,000 円        ４グループ×27,000 円＝108,000 円 

○レンゲの会    36,000 円 

○野沢菜部会    43,000 円 

○認定農業者連絡協議会 100,000 円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 ○補助金削減方針による。（生産団体の運営費に対する補助金は２０％削減する。） 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ２０ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 畜産振興対策補助事業 

事業対象   

総事業費   40,611千円 総事業費 40,611 千円 現行の住民負担 ○あり   なし 

国・県費 13,537千円 国・県費 13,537 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 13,537 千円 そ の 他 27,074 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 13,537 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 ０千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 １３，５３７ 千円 

法令等の規定等によ

る住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

  

○畜産環境対策事業（畜産有機質資源確立促進）  

・事業費 40,611 千円（県補助金 1/3 13,537 千円 ・町補助金 1/3  13,537 千円） 

内容は、堆肥舎の建設及びホイルローダーなど 

  

   

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 ○本年 11 月から施行される家畜排泄物の管理の適正化に関する法律に伴い、本事業を H15 年度と H16 年度の２年間推進し実施し

てきたため、来年度からは町の補助金は廃止する。 

 
 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ２１ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 畜産関係負担金・会費等 

事業対象   

総事業費 4,013 千円 総事業費 4,013 千円 現行の住民負担 ○あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 3,009 千円 そ の 他 3,514 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 1,004 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 499 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ５０５  千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

○乳牛伝染病予防事業補助金  事業費 1,260 千円（町補助金 1/4 327 千円） 

○害虫共同防除駆除事業補助金 事業費  948 千円（町補助金 1/3 316 千円） 

○遊休農地活用支援事業補助金 事業費 1,805 千円（町補助金 1/5 361 千円） 

 

 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
○乳牛伝染病予防事業（４年に１回の結核・ブルセラ病検査）町補助金を１／５・２６２千円に削減する。 
○害虫共同防除駆除事業（蝿・蚊などの共同駆除）町補助金を１／４・２３７千円に削減する。 
○遊休農地活用支援事業（遊休農地に牧草を作付する種子代）廃止する。 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ２３ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 家畜防疫対策 

事業対象  甘楽富岡農業協同組合 

総事業費 4,180 千円 総事業費 4,180 千円 現行の住民負担 ○あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 3,135 千円 そ の 他 3,344 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 1,045 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 836 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ２０９ 千円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

○家畜自衛防疫推進協議会事業補助金  事業費 4,180 千円（町補助金 1/4 1,045 千円） 

（Ｈ１５実績） 
 豚丹毒 1,912 頭 日脳、パルボ、ゲタ混合（生ワクチン）220 頭 日本脳炎 250 頭  
牛アカバネ病 744 頭 牛三種混合 106 頭 牛五種混合 28 頭 血液検査 435 頭 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 
 
○町補助金を１／５に削減する。 

   

 
 

事 務 事 業 調 整 シ ー ト 



番 号 ３１ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 産業振興課 農林振興係 

事業名等 親と子の木工広場 

事業対象   

総事業費 603 千円 総事業費 603 千円 現行の住民負担 あり     なし 

国・県費 千円 国・県費 0 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 403 千円 そ の 他 423 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 200 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 180 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額          ２０  千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

○夏休みに町内小学生の親子を対象に実施している。 

 事業実施主体・・・甘楽町建設業協会 

  町補助金 200 千円のほか県木材組合連合会 80 千円・甘楽富岡林業振興協会 30 千円補助 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

○町補助金 200 千円を１０％削減し、１８０千円とする。 
 

 
 
 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ３４ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 都市計画係 

事業名等 土地開発公社について 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額           千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

（町の買戻し計画土地）                       （土地開発公社の土地） 

町道用地          ８９，６９８，５９３円（Ｈ16 買戻）   遠出居住宅団地      ２０，０５０，１１４円 

小幡城址公園用地     １０３，６７６，８１３円         下井工業団地    ３０９，６０４，９０５円 

町道吉田屋敷・菜園線用地  ２９，４３７，４６６円         小川・塩畑堂線用地   ９，９１５，０４５円 

一般廃棄物最終処分場用地  ４５，３４６，０８１円（Ｈ16 買戻） 

 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

（町の買戻し計画土地）                                            

小幡城址公園用地     Ｈ１８ ２５，０００，０００円  Ｈ１９ ２０，５２８，０６９円 
              Ｈ２０ ２８，５１０，０００円  Ｈ２１ ３０，０００，０００円  
 
町道吉田屋敷・菜園線用地 Ｈ１７ ２９，６８２，３１９円 
 
 下井工業団地については、企業誘致を最優先とし、積極的に対応する。 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ３７ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 都市計画係 

事業名等 公園の管理委託料について 

事業対象   

総事業費 12,360 千円 総事業費 12,260 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 12,360 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 12,260 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 １００ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

 管理公社に総合公園外の事業を委託している。 

  （委託費 １１，３４０千円） 

 シルバー人材センターに河川緑地広場・ふれあいの丘管理（トイレ等）を委託 

  （委託費  １，０２０千円） 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

 地域のミニ公園子供広場については、低木・除草等については、地域にお願いをする。（庭谷・大山団地外）１００千円 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ３８ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 管理係 

事業名等 道路・水路等公共物敷地の貸借等 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ２１ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

町道占用者から占用料を徴収。平成１０年３月占用料改正時より経過措置を実施。 
 

    件数   占用料   経過措置対象 

  法人  9 件 1,848,823 円    2 件 

  個人  4 件   13,877 円    2 件 

  合計  13 件 1,862,690 円    4 件 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

平成１０年３月道路占用料改正時の経過措置を法人について見直し、平成１７年度より改正後の占用料を徴収する。 
 

 経過措置法人対象者       占有物件     経過措置単価 経過措置占用料  改正後単価  改正後占用料 経過措置終了年 

 東日本電信電話（株）高崎支店  電話柱  112 本    502 円   56,224 円     690 円    77,280 円  平成 19 年度 

 （株）ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ     公衆無線局 １基    990 円     990 円    1,100 円     1,100 円  平成 17 年度 

 

 見直し後の道路占用料 

  13 件  1,883,856 円 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ３９ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 管理係 

事業名等 地籍調査事業 

事業対象   

総事業費 6,114 千円 総事業費 2,500 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 2,880 千円 国・県費 千円 

起    債 千円 起    債 千円 

そ の 他 千円 そ の 他 千円 

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 3,234 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 2,500 千円 

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ６３４ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 調査着手年度  昭和 39 年度 

甘楽町面積         58.57km2        14 年度調査面積 0.35km2  

対象外面積（国有林等）    8.07km2        15 年度調査面積 0.27km2  

１６年度末調査済面積    44.52km2        16 年度調査面積 0.20km2  

未調査面積          5.98km2         

進捗率           88.16％ 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

平成１７年度より新規地区には着手せずに当面休止とする。 

なお、平成１７年度は既着手済地区の残工程のみを実施する。 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４０ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 都市整備課  

事業名等 道路整備等に関する未登記土地の整理業務 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額       千  円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

 現在、道路整備等に関する未登記土地の整理事務は実施していない。 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

  道路整備等に関する未登記土地の現状を平成１７年度に把握し、平成１８年度より年間３，０００千円～５，０００千円程度の

用地路線測量を実施し未分筆・未登記道路の解消に努める。 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４１ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 管理係 

事業名等 道路・河川等愛護団体報償金 

事業対象   

総事業費 ７３０千円 総事業費 ０千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 ７３０千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 ０千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ７３０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

町内各行政区に対し、道路・河川清掃の報償金を支給している。 

  

 世帯割 4,400 世帯×100 円＝440,000 円 

  均等割    29 区×10,000 円＝290,000 円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

 平成１７年度より廃止する。 

 
 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４５ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 管理係 

事業名等 町営住宅の管理運営について 

事業対象   

総事業費 ４，３３１千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 １，２７４千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 １，０６８千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 １，９８９千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額           千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 下井１７戸・金井２６戸・金井第二４１戸・二日町１８戸合計１０２戸管理しているが、二日町以外は耐用年数３０年以上経過しており老朽化

が激しく退去後は募集停止している住宅が３２戸（下井７戸、金井５戸、金井第二２０戸）あり現在入居戸数は７０戸となっている。 

 事業費内訳 

・ 報償費 ８０千円（管理人謝礼） ・需用費 ５４９千円（印刷製本費１４千円、光熱水費１２０千円、修繕費等４１５千円） 

・ 役務費 １４千円（口座振替手数料等）・委託料３，６８８千円（浄化槽管理６２０千円、管理公社４５０千円、建物除却２，２５０

千円・ソフトウエアー保守３６８千円） 

 家賃収入額 １１，４００千円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

  

今後、老朽化住宅については順次用途廃止し、除却していく。また、跡地利用については今後検討していく。 

 

 
 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４６ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 都市整備課 管理係 

事業名等 町営住宅管理人 

事業対象   

総事業費 80 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 80 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 ８０ 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

町営住宅４団地に各１名選任、住宅使用料の現金納付者（16 年 10 月現在 14 名）への納付書配布、収入調査の取りまとめ等を依頼 

 

 謝礼金 年 20,000 円×４人＝80 千円 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

管理人を廃止する。 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ４８ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 １ 拡充・推進  □2  縮小・廃止 担当課・係 水道課 下水道係 

事業名等 今後の農業集落排水事業について 

事業対象   

総事業費 90,398 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 15,218 千円 国・県費 千円

起    債 48,800 千円 起    債 千円

そ の 他 3,078 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

受益者分担金 

・善慶寺国峰地区 36 万円 

・新規加入 37 万円 

現行の財

源内訳 

一般財源 23,302 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額        千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

善慶寺国峰地区の整備事業は一部舗装本復旧（2路線 L=300m、A=1,200 ㎡、工事費 500 万円）を残し、平成 16 年度で終了予定。処

理施設は平成 16 年 4 月 1 日供用開始済。 

[事業概要] 

計画区域 147ha   計画戸数 507 戸（2,070 人）  総事業費 1,939,500,000 円   

処理施設 1 箇所  管路施設 L=17,064ｍ      ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 9 箇所 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

農業集落排水事業については、現在の財政事情では公共下水道事業と同時期に施工することは困難であるため、公共下水道認可

区域内の整備（Ｈ１６～Ｈ２４）を優先し、白倉地区農業集落排水事業については、平成２１年度より事業計画作りに着手する。 

 

  

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ５０ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 水道課 下水道係 

事業名等 今後の公共下水道事業について 

事業対象   

総事業費 283,667 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 88,400 千円 国・県費 千円

起    債 157,800 千円 起    債 千円

そ の 他 11,688 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

受益者負担金・分担金 

・土地の面積 1㎡当り 400 円 現行の財

源内訳 

一般財源 25,779 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

下水道整備事業 汚水計画 379ha 

整備期間 平成 16 年度～24 年度 

総事業費 約 17 億 5 百万円 

  財源内訳（国補助金 548,500 千円、県補助金 1,000 千円、地方債 868,000 千円、分担金 107,729 千円、負担金 41,024 千円、一般

会計繰入金 139,237 千円） 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

平成 2４年度までは、変更認可により区域拡大した金井地区を中心に整備を行う。これにより、認可区域内の住宅地については概

ね整備済みとなる。事業費は実施計画ローリングにより、建設人件費を含め一年度当り 2 億 1 千万円前後を予定している。 
 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ５１ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 水道課 業務係 

事業名等 下水道使用料（農業集落排水事業含む） 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

2 ヶ月当り 

基本料金+超過料金 現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 １３，４６０千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

● ２ヶ月当り（基本料金+超過料金+消費税等相当額） 

基本料金 20ｍ3 まで 2,000 円 

超過料金 21ｍ3 以上 60ｍ3 まで 1ｍ3 につき 105 円 

     61ｍ3 以上 100ｍ3 まで 1ｍ3 につき 110 円 

     101ｍ3 以上 1ｍ3 につき 120 円 

 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

近隣市町（富岡市・吉井町）と比較すると、ほぼ同額又は若干高い料金設定となっているが、維持管理経費等を考えると、料金改

定（値上げ）が必要と思われる。特に、農業集落排水事業においては、維持管理経費と料金収入に大きな開きがあり、接続推進とあ

わせて料金改定（値上げ）が必要と思われる。 

 料金改定については、１０年後の公債費利子額及び維持管理経費・人件費を試算し、応分の受益者負担を求めなければならない。 

  試算の結果、６割程度の受益者負担増となるが、住民負担の軽減を図る観点から、段階的な改定をすることとし、平成１８年度

に２０％増、３年後の平成２１年度にさらに改定をすることとし、超過料金については、１０１ �以上の区分を細分化する。 

 また、公債費の利子については、将来全額を料金収入で賄う料金体系を確立する。 

平成１５年度決算使用料総額 ６７，３００千円×０．２＝１３，４６０千円（平成１８年度から実施） 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ５４ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 水道課 業務係 

事業名等 水道料金について 

事業対象   

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

2 ヶ月当り 

基本料金+超過料金+ﾒｰﾀｰ使用料 

 

現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

● ２ヶ月当り（基本料金+超過料金+ﾒｰﾀｰ使用料+消費税等相当額） 

基本料金（上水道） 20ｍ3 まで 1,760 円              メーター使用料 13 ㎜ 120 円  40 ㎜   420 円 

超過料金（上水道） 21ｍ3 以上 40ｍ3 まで  1ｍ3 につき 114 円            20 ㎜ 220 円  50 ㎜ 2,200 円 

          41ｍ3 以上 100ｍ3 まで  1ｍ3 につき 127 円            25 ㎜ 240 円  75 ㎜ 2,800 円 

          101ｍ3 以上 200ｍ3 まで 1ｍ3 につき 140 円 

          201ｍ3 以上       1ｍ3 につき 145 円 

 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

近隣市（富岡市）と比較すると、低い料金設定となっているが、現状の維持管理経費等を考えると、当分の間は現行料金で据え置

くものとする。 

 

 
 
 



事 務 事 業 調 整 シ ー ト 
番 号 ６１ 部 会 名  産業部会 事業の方向性 □1  拡充・推進  ２ 縮小・廃止 担当課・係 水道課 業務係 

事業名等 積立金について 

事業対象  法定積立金（減債積立金・利益積立金）及び任意積立金（建設改良積立金） 

総事業費 千円 総事業費 千円 現行の住民負担 あり   なし 

国・県費 千円 国・県費 千円

起    債 千円 起    債 千円

そ の 他 千円 そ の 他 千円

負担基準及び要件 

 
現行の財

源内訳 

一般財源 千円

見直し後

の財源内

訳 

一般財源 千円

見 直し等による一般 財 源 削 減 額 千 円 

法令等の規定等による

住民負担の限度額 

 

現行の事

業内容 

 

・ 減債積立金 75,200,000 円 

・ 利益積立金 26,100,000 円 

・ 建設改良積立金 141,000,000 円 

計 242,300,000 円 

その他、内部留保資金 約 459,500,000 円 

 

今後の事

業の方向

性及び改

善等につ

いて 

 

現在、積立金もあるが、企業債も約 879,000,000 円あるので、起債の繰上げ償還については、今後検討する。 
 
 

 
 
 


